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   北見建設業協会 R7・12・19 発行 

    

 

 

冬季の労災防止、安全対策をチェック 

１１月２５日、現場安全パトロールが実施された。現場では重機オペレーターとの

グーパー運動の徹底や冬季用のヒヤリマップの作成などを確認し良好な安全対策が

なされていた。現場を提供していただいた北辰土建現場代理人さんに感謝申し上げま

す。 
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 12月の動向 
  

 

 

   12月 22日 市幹部と意見交換会 13：30 

 

12 月 22 日（月） 第 10 回 理事会    

 

 

 

お知らせ 
 

建設会館の休館日 

１２月２７日～１月５日まで 
 

 

▼2025年 12月の臨時国会で約 18.3兆円規模の補正予算案 が衆参両

院で可決・成立した。これは自民党＋維新だけでなく、国民民主党や

公明党などの賛成も得て成立した。▼国会終盤にきて 維新との連立の

「脆弱性」が露呈した。維新側が最重要政策として掲げてきた「衆議

院議員定数の 1 割削減」について、今国会での成立を目指していたも

のの、審議入りすらできず継続審査に。来年通常国会にも持ち越しとなった。このため、維新は

「連立の大きな目的」を達成できておらず、成果らしい成果が少ない状態だ。 維新にとっての「看

板政策」が実行できないまま予算成立の実績だけが先行しているため、与党内で「連立メリット

が見えづらい」という不満・脆弱性が出ている。また、“連立の実体”が曖昧な点であるが現在の与

党の議席構成は自民＋維新だけでは衆院・参院ともに安定多数にならない。つまり、「維新とだけ

組んでいれば大丈夫」という基盤ではなく、国民民主・公明の協力も欠かせず、しばしば別の野

党の票に依存する形だ。これは連立としての基盤が弱いことを示している。▼これまでの維新の

立ち位置を見ると、閣内協力の立場をとるといざというとき責任を負わなければならない。自分

たちは安全な場所から石を投げていれば気が楽だという思惑がどこかにあるのだろう。じゃあ解

散したらという意見もあるが高市総理は簡単に政局に乗る人物ではない。今は前任者の積み残し

の仕事を一日も早く片づけて、自分の政策実現のために来年度の新予算成立に向けて全力を傾け

るのだろう。解散はそれからだ。 

▼今年も残すところあとわずか。一年お付き合いくださいましてありがとうございました。皆様

良いお年をお迎えください。                           （郷記） 
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Kensetsu News 
 

 

 

2025/11/07 国交省建設業政策勉強会／人的資源の在り方に焦点／教育・配置や重層・繁閑解消

も議題 

【建設工業新聞 11 月 7 日 1 面記事掲載】 

建設業政策の次なる展開を模索する国土交通省の有識者会議で、企業経営の目線から建設業の

人的資源の在り方に焦点を当てた議論が始まった。処遇改善や働き方改革を通じ担い手確保を目

指す従来の取り組みにとどまらず、建設業で働く人材の「教育」「配置」「就業環境整備」などに

視野を広げ、政策的対応の方向性を模索する。人的資源の有効活用という観点で、重層下請構造

や仕事量の繁閑差も課題に挙げる。これらの業界特性に起因する弊害を軽減する経営の在り方も

議題となりそうだ。 

 

 ５日に東京・霞が関の国交省内で「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」の４回目の会

合を開いた。次回を含めた２回の会合で、人的資源の在り方を深掘りする。 

 

 非公開で行われた議論の前に、楠田幹人不動産・建設経済局長は、労働人口の減少や高齢化が

さらに進展する中、従来の人材確保策だけでなく「今、働く方々が最大限活躍できる職場づくり

や、未来の担い手が働きたいと思える職場づくりが必要だ」と訴えた。技術者・技能者の現場従

事者を中心とした業界全体での教育体制、転勤・人事異動や現場配置の在り方を考え直す必要性

を示唆した。 

 

 重層下請構造を巡っては、国交省が本年度実施した実態調査の結果を一部紹介。主に元請目線

で品質面、下請目線で報酬面の課題が指摘されている状況を説明した。業界内には年間を通じた

仕事量の繁閑差を大きな課題と認識する向きもある。これらの業界特性について楠田局長は「建

設業の人的資源の在り方をより困難にしている側面も否定できない」とし、是正を目指す考えを

示した。 

 

 楠田局長は、女性や若者に選ばれる業界・企業に向け、ＤＸの進展やＡＩなどの普及を前提に

「どのようなスキルを持つ人材が求められるかも検討する必要がある」と問題提起。建設業の採

用戦略で従来は想定されていなかったような人材を業界に招き入れる必要性も指摘した。最新動

向の話題提供で建設業向けのＤＸサービスなどを展開するクラフトバンクとフォトラクションの

関係者が臨時委員として出席した。 

 

2025/11/17 改正業法、１２月１２日全面施行閣議決定／労務費見積もり規制など発効 

【建設工業新聞 11 月 17 日 1 面記事掲載】 

改正建設業法・公共工事入札契約適正化法（入契法）が１２月１２日に全面施行することが正
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式決定した。「労務費に関する基準（標準労務費）」をベースとした著しく低い労務費の見積もり・

契約規制が発効となる。受注者による「不当に低い請負代金」と「著しく短い工期」も新たに禁

止する。施行日を目がけ、中央建設業審議会（中建審）による標準労務費の勧告や、国土交通省

による法令順守のためのガイドライン類の公表など残る準備が進む。 

 

 政府が１４日、改正法の一部規定を定める政令を閣議決定した。政令では労務費の見積もり規

制に発注者が違反した場合、国交大臣などの勧告・公表の対象とする請負契約の範囲も明確化。

「建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額」が５００万円未満（建築一式工事

は１５００万円未満）の請負契約を勧告対象から除外し、個人住宅の新築やリフォームを発注す

る一般の消費者への影響を最小限にとどめる。 

 

 国交省は改正法に関連する省令案も公表済みで、改正法の規定の全面施行に向けた法令上の位

置付けはほぼ確定した。省令案では労務費や材料費に併せて法定福利費や安全衛生経費を見積も

り規制の対象とすることなどを定めている。 

 

2025/12/04 国土交通省 中央建設業審議会総会を開催 労務費の基準案を承認、経審は社会性

評点改正へ 

2025 年 12 月 2 日 国土交通省 中央建設業審議会総会が開催され、今月 12 日の第三次・担い

手 3 法の全面施行に向けて、労務費に関する基準案、建設工事標準請負契約約款・経営事項審査

の改正の方向性について議論がなされた。 

 

審議会の冒頭、楠田不動産・建設経済局長は挨拶で、「建設業は担い手の長期的な減少や主要資

材の高止まりといった危機に直面しているが、見方を変えれば、これまでの取引慣行を根本から

改め、賃上げ環境の整備や価格転嫁対策の徹底を実現する絶好の機会だ」と述べられた。 

 

 

   １．労務費に関する基準（案）について【審議】 

   ２．建設工事標準請負契約約款の改正について【審議】 

   ３．経営事項審査の改正について【審議】 

   ４．最近の建設行政の動向について【報告】 

 

 

 

 

１．労務費に関する基準（案）について【審議】 

中建審のワーキンググループでの 11 回の議論によって作成された「労務費に関する基準（案）」

について、審議・承認された。 

 

適性な労務費の考え方が示された。 

職種分野別の労務費の基準値が今後国土交通省より公開される予定で、今月 12 日の施行段階で
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は 13 職種について基準値が公開される。 

 

 

 

 

 

 

また、契約段階及び支払い段階において実効性確保策が講じられる。 
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  以下の「労務費に関する基準（案）」が示され、承認された。 

 

 

 

 

 

 

２．建設工事標準請負契約約款の改正について【審議】 

建設工事標準請負契約約款においては、第三次・担い手３法を踏まえた内容と、その他の改正を

予定している。 

以下の改正内容について審議、承認された。 
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３．経営事項審査の改正について【審議】 

経営事項審査においては以下の 3 点の改正内容について審議、承認された。 

 

（１）「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に係る評価項目追加と点数配分の見直し 

今月 12 日より、労務費確保・賃金支払い等のための取組や CCUS の活用、宣言企業との取引優

先を宣言する「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が開始となる。 
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それに伴い、新たに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」についての加点項目を追加

し、合わせて点数配分の見直しが行われる。 

 

 

 

 

（2）「建設機械の保有状況」の改正方針（W7） 

建設業者向けアンケートにおいて災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和 6 年能

登半島地震において活用実績が確認された建設機械のうち、定期検査による稼働確認等が可能な
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「不整地運搬車」「アスファルトフィニッシャー」を加点対象機械として追加する。 

 

 

 

 

（3）「社会保険加入に関する評価項目（W1-1～W1-3）」の削除 

令和 2 年 10 月に建設業許可の要件に社会保険の加入が追加されてから 5 年が経過し、建設業許

可の更新期間は 5 年であることから、本年 10 月以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保

険加入を満たしていることになる。 

したがって、経営事項審査において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、

審査項目から削除する。 

 

 

 

 

４．最近の建設行政の動向について【報告】 

最近の建設行政の動向として、主に以下の内容が報告された。 

 

（1）令和 8 年度予算のポイント 
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 （2）「強い経済」を実現する総合経済対策、令和 7 年度の補正予算のポイント 
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 （3）建設分野の外国人材育成・確保あり方検討会 取りまとめ 
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 （4）国土交通大臣と建設業団体の意見交換会の概要 

 

 

 

 

 （5）電子申請システムのリニューアルについて（令和 7 年 10 月～） 
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 （6）国の直轄工事の入札に係る運用の見直しについて 
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審議会の最後、楠田不動産・建設経済局長より、「今月 12 日にいよいよ法施行となる。建設業に

とって大きな転機になったというような評価を頂けるよう、サプライチェーン全体で取り組んで

いくことが重要だ」と述べられ、審議会は終了となりました。 

 

 

※記事内の画像は国土交通省 HP に掲載の配布資料 

（ https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo13_sg_000001_00070.h

tml）より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo13_sg_000001_00070.html
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo13_sg_000001_00070.html
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Coffee Break   

 

 

仕事の手を休め、リフレッシュしては・・・（第 129 号） 

     

◆国語の問題 

 問題１ 次の□に漢字を一文字入れて熟語を完成しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆算数の問題 

   問題 1 次の数字は規則性を持って並んでいます。□に入る数字を求めなさい。 

 

   イ）１,２,４,７,１６,□  22 
 

   ロ）1，2，3，5，8, 13,□,24  21 

 

 ハ）2，3，5，8，12, 17,□  23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 植    雨    期    画  

森 林 業  網 戸 籍  始 末 吉  通 商 人 

 檎    棚    広    家  

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&view=detailv2&qpvt=%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&id=9E88025BAC8B32D4819BA39267B7532BF6749C5D&selectedIndex=32&ccid=umVSY/U4&simid=607999836157510570&thid=OIP.Mba655263f538bbc86c6f6a75f8cd2aeco0
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第 128号の解答 

◆国語の問題 

 問題１ 次の□に漢字を一文字入れて熟語を完成しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆算数の問題 

   問題 1 次の図形の Xの角度を求めなさい。 

 

 

ⅹ 

50° 

 

 

 

 

 

 

       A                 D 

ⅹ 

50° 

 

 

 

 

 B            C          E 

 

 悪    空    塩    歓  

初 夢 中  山 腹 心  画 素 人  懇 談 義 

 遊    痛    足    笑  

答え 

X＝２５° 

三角形 ABC の外角より 

角 CAB＋角 ABC＝角 ACE 

つまり 

50＋2●＝2▲（約分する） 

25＋●＝▲ 

三角形 DBC の外角より 

角 CDB＋角 DBC＝角 DCE 

つまり 

X＋●＝▲ 

X＋●＝25＋● 

X＝25 


